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台湾における低病原性鳥インフルエンザの発生について 

 

このことについて、平成23 年 11 月 18日付け23消安第4324 号をもって、農林水

産省消費・安全局動物衛生課長から別添写しのとおり通知がありました。 

このたびの通知の内容は、①台湾において家きんにおける低病原性鳥インフルエン

ザ（Ｈ５Ｎ２亜型）の発生が確認された旨、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）に報告があっ

たこと（確定日11月15日）。②本事例は、台湾で実施されている鳥インフルエンザの

アクティブサーベイランスでウイルスが分離されたものであること。③鳥インフルエ

ンザの発生予防については、平成23年９月26日付け23日獣発第208号にて通知した

「高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策の強化について」（平成23 年９月 12 日付

け23 消安第3135 号農林水産省消費・安全局長通知）等に基づき、引き続き畜産関係

者等への指導の徹底を、④海外における鳥インフルエンザの発生状況等の必要な情報

については、農林水産省ホームページ等を通じて積極的に公表していくので、ご活用

いただきたい旨を、各都道府県畜産主務部長あて通知したので、本会あて円滑な防疫

対策の実施につき協力を依頼されたものです。 

貴会関係者に周知方お願いします。 

 

記 

 

＜農林水産省ホームページ：鳥インフルエンザに関する情報＞ 

ＵＲＬ：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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